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吉田保険サービス
( 一社）江戸川北青色申告会担当代理店

会員様ですとアフラックのがん保険・医療保険
が団体割引保険料でお申込みいただけます。

0120-777-596

　　　

新
秋
の
候
、
一
般
社
団
法
人
江
戸
川
北

青
色
申
告
会
の
皆
様
方
に
は
、
益
々
ご
清

祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

７
月
の
人
事
異
動
に
よ
り
、
仙
台
国
税

不
服
審
判
所
部
長
審
判
官
か
ら
江
戸
川
北

税
務
署
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
佐
藤
で

ご
ざ
い
ま
す
。
松
岡
前
署
長
同
様
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

大
村
会
長
を
は
じ
め
、
役
員
並
び
に
会

員
の
皆
様
方
に
は
、
日
頃
か
ら
税
務
行
政

全
般
に
わ
た
り
ま
し
て
、
格
別
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

特
に
、
確
定
申
告
期
に
は
税
務
署
内
に

設
置
し
た
「
青
色
コ
ー
ナ
ー
」
へ
の
従
事

に
加
え
、「
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進
」

「
申
告
書
の
早
期
提
出
」
や
消
費
税
を
含

め
た
「
期
限
内
完
納
」
に
つ
い
て
の
管
内

主
要
駅
に
お
け
る
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

ほ
か
、
女
性
部
の
皆
様
方
に
よ
る
「
税
理

士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
」
の
受
付
業
務

な
ど
、
多
大
な
る
お
力
添
え
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

更
に
、
区
民
ま
つ
り
・
地
域
ま
つ
り
へ

の
参
加
や
税
理
士
会
と
連
携
し
た
租
税
教

室
の
開
催
な
ど
、
地
域
に
密
着
し
た
活
動

を
通
じ
て
、
青
色
申
告
制
度
を
は
じ
め
税

知
識
の
普
及
に
極
め
て
熱
心
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

積
極
的
な
会
活
動
に
対
し
ま
し
て
改
め
て

深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
培
わ
れ
た
皆
様
方
と
の
相
互
信
頼
と

協
調
関
係
を
更
に
発
展
さ
せ
、
円
滑
な
税

務
行
政
に
努
め
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
年
１
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
制
度
が
ス

タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
来
年
１
月

以
降
は
、
所
得
税
や
消
費
税
の
確
定
申
告

書
に
つ
い
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
を
記
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
制
度
の
運
用
が
本
格
化
し
て
ま
い

り
ま
す
。　

　

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
や
本
人
確
認
方

法
等
に
関
す
る
広
報
・
周
知
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
が
、
皆
様
方
に
お
か

れ
ま
し
て
も
、
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
導
入
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
ご
協
力
方
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
既
に
貴
会
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、「
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
」
の
利
用
促
進

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
引
き
続
き

平
成
28
年
分
所
得
税
及
び
消
費
税
の

申
告
手
続
き
に
も
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
般
社

団
法
人
江
戸
川
北
青
色
申
告
会
の

益
々
の
ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の

ご
健
勝
並
び
に
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を

心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私
の

着
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

江戸川北税務署長
佐藤 明弘様

税
務
署
長
着
任
の
ご
挨
拶
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連
絡
協
議
会

チャレンジ四文字

キ
　上記の四文字を埋めて、応募してください。抽

選で 20名の方に「東京ディズニーリゾート割引

券」をプレゼントいたします。

7月号から 10月号連続企画

応募方法（はがきで）
①会員番号

②クイズの答え

③住所、氏名

④広報誌「えどがわきた」の感想

7 月号 8月号 9月号 10 月号

   
８
月
２
日
、
グ
リ
ー
ン
パ

レ
ス
に
お
い
て
連
絡
協
議
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

会
長
の
挨
拶
で
始
ま
り
、

税
務
署
の
人
事
異
動
で
着
任

さ
れ
た
、
江
戸
川
北
税
務
署

佐
藤
署
長
よ
り
ご
挨
拶
が
あ

り
ま
し
た
。
続
い
て
、
江
戸

川
北
税
務
署
の
方
々
の
ご
紹

介
、
江
戸
川
北
青
色
申
告
会

の
理
事
、
委
員
長
、
部
長
、

事
務
局
の
体
制
を
発
表
し
、

顔
合
わ
せ
が
終
了
い
た
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
先
日
発
足

さ
れ
た
同
好
会
の
説
明
や
、
今

後
行
わ
れ
る
委
員
会
、
部
会
の

活
動
計
画
や
報
告
が
な
さ
れ
無

事
連
絡
協
議
会
が
終
了
い
た
し

ま
し
た
。

マイナンバーカードを取得しましょう
　平成 28年より提出す

る届出書類、確定申告書

には個人番号を記載して

提出します。提出の際に

は便利な個人番号カード

をご利用ください。詳し

くは事務局まで

連
絡
協
議
会
の
様
子

横
浜
税
関
の
様
子

青
年
部
だ
よ
り

　

７
月
21
日
、
潮
干
狩
り
バ
ス

旅
行
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
小
雨
が
降
り
６
月

中
旬
気
温
で
し
た
が
、
富
津
の

潮
干
狩
り
場
に
到
着
す
る
と
、

早
速
、
潮
干
狩
り
を
開
始
し
ま

し
た
。
参
加
者
の
皆
様
は
、
慣

れ
た
様
子
で
あ
さ
り
を
探
し
ま

し
た
が
、
今
年
は
本
当
に
不
作

で
、
ほ
と
ん
ど
あ
さ
り
が
収
穫

で
き
ず
終
了
時
間
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
木
更

津
の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
へ
移
動
し
、

自
由
行
動
で
食
事
、
買
い
物
を

楽
し
み
、
横
浜
の
税
関
見
学
を

行
い
、
帰
り
の
バ
ス
内
で
ビ
ン

ゴ
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
、
帰
路
と

な
り
ま
し
た
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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「青色申告会の会員です」と必ずお伝えください。

事務局
３　階　
予約日

予約時間

税理士無料相談会

①10：00～

②11：00～

③13：00～

④14：00～

9月 14日（水）10月　5日（水）

03-3656-0621
お申込・お問い合わせ⑤15：00～

⑥16：00～

11月　2日（水）12月　7日（水）  1 月 11 日（水）

お知り合いの個人事業主様をご紹介ください

会員増強キャンペーン

　ご紹介いただける方がいらしゃいましたら、
青色申告会までご連絡ください。
申告会より、ご紹介いただける方へお電話
いたします。直接事務局へお越しいただい
ても結構です。

期間中のご紹介で入会された正会員
さまには、会員増強キャンペーンとして

★　青色申告会特製クリアブック

★　東京ディズニーリゾート

記
念
品

会員増強キャンペーンは

10月1日～12月31日です。

お近くで新規開業された方、
まだ入会されていない方へ
申告会の利用体験をお話しください。

青色申告会は
親切で丁寧に
教えてくれるわよ

それなら行って
みようかしら

特別利用券　1,000円分
上記２点をプレゼント ★　3,000円相当の

　　記念品贈呈

　青色申告会の各種保険サービス、労働保
険事務組合、一人親方労働保険事務組合
などをご利用いただける会員も募集して
おります。期間中に、ご紹介いただいた方
が正会員でご入会され
た場合ご紹介者へ

21

3 4
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東京都と江戸川区からのお知らせです 

事業主の皆さまは、特別徴収への自主的な切替えを行うなど、特別徴収の実施に向けて

 

平成 29 年度から 
個人住民税の 

特別徴収を徹底します！ 

事業主の皆さま 

 

■詳しくはホームページをご覧ください。 

個人住民税ＰＲキャラクター

 

ぜいきりん

 

東京都  特別徴収 検 索 

所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいりません。

※従業員が常時 10 人未満の場合は、従業員がお住まいの区市町村

 

特別徴収のメリット
 

事業主の方（特別徴収義務者）が従業員の方（納税義務者）に代わり、

していただく制度です。  

特別徴収とは 

特 別 徴 収 推 進 ス テ ー シ ョ ン

 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/index.html

 

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を

います。

 
 

特別徴収義務者となる

事業主の方  

御準備くださるようお願いいたします。

毎月給与から個人住民税を差し引き、 納入

特別徴収で納入することが法律で義務付けられて

に申請書を提出し承認

を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度 があります。

家づくりサポートに関するお問い合わせは

江戸川北青色申告会まで

8月 1日～ 9月 9日

9月 15日

9月 14日

9月 5日

9月 21日
10月 9日

9月 7日～ 9月 8日

小岩休館

会員旅行

税理士無料相談

支部長会議

事業委員会
区民まつり

広報委員会

事務局カレンダー ※事務局よりお願い※
現在、税務署へご提出させて頂いて

いる届出書類の返却について、事務

局へご来局頂いた際に

返却をしておりますが、

管理上の問題より今後

は郵送にてご返却させ

て頂くごととなりまし

た。ご了承ください。


